
○ 法 務 省 告 示 第 二 号 
民 事 裁 判 情 報 の 活 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 令 和 七 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 民 事

裁 判 情 報 の 活 用 の 促 進 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 を 次 の よ う に 定 め た の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 公 表 す る 。 

令 和 八 年 一 月 十 五 日 

法 務 大 臣 平 口  洋  



民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針 

デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の適正

かつ効果的な活用の促進を図るため、民事裁判情報の活用の促進に関する法律（以下「法」という。）第４

条第１項の規定に基づき、民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）

を定めるものである。なお、基本方針において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

第１ 民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項 

民事裁判情報は、国民にとって、紛争発生前には行動規範となるとともに、紛争発生後には紛争解決指

針の一つともなり得るものであり、社会全体で共有し、活用すべき公共財としての価値があるというべき

である。 

これまでも、先例性や社会的関心の高い事案に係る裁判の内容については、裁判所のウェブサイト等を

通じて広く提供され、活用されてきたところであるが、デジタル社会の進展に伴い、大量の情報を処理す

る技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、新たな方法による活用が可能となっており、民事

裁判情報に対する需要は多様化している。 



こうした需要に応じ、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用を促進することにより、民事裁判情報の公

共財としての価値が十分に発揮され、より高度な法的サービスが提供されるなど、司法の分野の発展に資

することはもとより、より広く創造的かつ活力ある社会の発展に資することが期待される。 

第２ 民事裁判情報の活用の促進のための施策に関する基本的な事項 

民事裁判情報は、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）の規定により何人も閲覧できる電子判決書等

（法第２条第１項第１号イからハまでに掲げる電磁的記録をいう。）と同じ内容ではあるものの、当事者

間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に係る裁判所の判断を示すものであり、紛争の

具体的な事実関係が記録されていることから、適正な活用をするためには、訴訟関係者等の権利利益に対

する適切な配慮が必要となる。また、裁判例の横断的分析等の活用を行うに当たっては、正確であり、か

つ、偏りのない情報を網羅的に分析の対象とするのが効果的である。そうすると、民事裁判情報の適正か

つ効果的な活用の促進を図るためには、民事裁判情報に仮名処理（法第２条第１項第３号に規定する措置

として行われる処理をいう。以下同じ。）等を行い、これを適切に管理しつつ、広く一般の需要に応ずる

に足りるデータベースを整備し、利用者に対して一元的に提供することが有効である。そのため、法は、



法務大臣の指定する指定法人が民事裁判情報管理提供業務を行う制度（以下「本制度」という。）を創設

したものであり、民事裁判情報の活用の促進に当たっては、本制度を主たる手段として位置付けることと

する。 

民事裁判情報が当事者間の紛争に係る裁判所の判断を示すものであることに鑑みれば、本制度が民事裁

判情報の活用を促進する基盤としてその役割を適切に果たすためには、民事裁判情報の活用の促進の意義

について訴訟関係者を含む国民の理解の増進を図り、本制度に対するその信頼の向上を図ることが重要で

ある。このため、政府、指定法人等の関係主体が、本制度の適正かつ確実な運用及び周知広報等に努める

とともに、最高裁判所にも協力を求めることが適切である。また、民事裁判情報の利用者においても、訴

訟関係者の権利利益に配慮した利用をする必要があり、関係主体は、相互に協力して、利用の在り方に関

するリテラシーの向上を図るため、必要な取組を実施するのが適切である。 

本制度に対する国民の理解の増進及びその信頼の向上を図るためには、指定法人の指定及び監督が適切

に行われることが重要である。法務大臣は、指定法人を指定するに当たっては、遺漏のない仮名処理の実

施や必要な安全管理措置を講じるための技術的能力及び経理的基礎について、厳格かつ公平に審査を行



い、指定後においても、民事裁判情報管理提供業務が適正かつ確実に実施されるよう、各種の監督権限を

適切に行使することとする。 

第３ 保有民事裁判情報の管理及び提供に関する基本的な事項 

指定法人が行う民事裁判情報管理提供業務については、以下の考え方を基本としつつ、業務規程におい

て具体的内容を定めることとする。 

１ 保有民事裁判情報の加工の方法に関する基本的な考え方 

指定法人が保有民事裁判情報に仮名処理を行うに当たっては、訴訟関係者の権利利益に適切に配慮し

つつ、データベースを有意なものとするため、具体的な事実関係に基づく裁判所の判断及びその過程を

読み取ることができるようにする必要がある。また、仮名処理の内容は、訴訟関係者が苦情の申出を行

う際に参考とされるものである。 

そこで、指定法人は、業務規程に保有民事裁判情報の加工の方法に関する事項を定めるに当たって、

保有民事裁判情報のうち仮名処理の対象となる情報を明確に定めるとともに、これをインターネットの

利用その他の方法により公表することとする。 



２ 仮名加工民事裁判情報の提供に関する基本的な考え方 

本制度は、デジタル社会の進展に伴い多様化している民事裁判情報に対する需要に応じ、その活用の

促進を図るものであることから、指定法人が提供する仮名加工民事裁判情報は、デジタル社会における

新たな方法による活用を含め、自由な活用ができるものである必要がある。そこで、指定法人は、仮名

加工民事裁判情報を提供するに当たり、機械判読に適した形式とするなど、デジタル技術を用いた民事

裁判情報の活用の促進に資する方法により提供することとする。 

また、判例評釈を含む民事裁判情報の利用は、本来自由に行われるべきものであるが、民事裁判情報

が不適正な方法で利用されることによって訴訟関係者等の権利利益が侵害されるような事態が生じない

よう留意する必要がある。そのため、指定法人は、情報提供契約において、不適正な方法による仮名加

工民事裁判情報の利用を禁止する旨を定めるなど必要な措置を講ずることとする。 

３ 保有民事裁判情報等の安全管理に関する基本的な考え方 

訴訟関係者等の権利利益に対して適切に配慮し、本制度に対する国民の理解の増進及びその信頼の向

上を図るためには、仮名処理を遺漏なく実施するとともに、指定法人及び民事裁判情報管理提供業務の



受託者において保有民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理が適切に行われな

ければならない。 

そこで、指定法人は、必要な安全管理措置を講ずることができる技術的能力及び経理的基礎を備えて

いる必要があることはもとより、組織的な安全管理措置、人的な安全管理措置、物理的な安全管理措置

及び技術的な安全管理措置を講ずるとともに、受託者に対する適切な監督を行うことが求められる。 

４ 料金に関する基本的な考え方 

本制度においては、民事裁判情報管理提供業務に要する費用を指定法人が利用者から収受する料金に

よって賄うことが想定されており、その適正かつ確実な実施を担保できるように料金が定められる必要

がある。他方、民事裁判情報には公共財としての価値があり、その活用を幅広く促す観点から、利用 

者にとって料金が過度な負担とならないよう配慮する必要もある。 

そこで、指定法人は、民事裁判情報管理提供業務に要する費用を勘案して合理的であると認められる

範囲内において、料金を定めることが求められる。 

５ 苦情の処理に関する基本的な考え方 



指定法人は、仮名加工民事裁判情報の作成に当たって遺漏なく仮名処理を実施しなければならない

が、遺漏があった場合は、速やかに是正する必要がある。また、法令及び業務規程の定めるところによ

り仮名処理を行った場合であっても、民事裁判情報に係る事案の内容や訴訟関係者の置かれた状況その

他の事情により、追加的な仮名処理を行う必要が生ずることも想定される。法は、こうした必要性に鑑

み、業務規程に苦情の処理に関する事項を定めなければならないこととしている。 

そこで、指定法人は、当該事項を定めるに当たって苦情の申出に係る手続を明確に定め、インター

ネットの利用その他の方法によりこれを公表するとともに、法務省令の定めるところにより、仮名加工

民事裁判情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理することとする。 

第４ その他民事裁判情報の活用の促進に関する重要事項 

社会情勢の変化、技術の進展、民事裁判情報の利用状況等により、民事裁判情報の活用の促進に関して

取り組むべき施策等の内容が変化する可能性がある。このため、法務大臣は、こうした動向や、国際的な

動向を勘案しつつ、必要に応じて、基本方針を見直し、適時、充実を図るものとする。特に、法附則第５

条の規定による法の施行後５年を経過した時点における法の施行状況に係る検討の際には、基本方針につ



いても併せて所要の検討を行うこととする。 


